
内
閣
衆
質
一
五
三
第
三
四
号

平
成
十
四
年
一
月
二
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
北
川
れ
ん
子
君
提
出
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
難
民
申
請
者
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
四
年
一
月
二
十
二
日
受
領

答

弁

第

三

四

号



衆
議
院
議
員
北
川
れ
ん
子
君
提
出
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
難
民
申
請
者
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
十
一
月
三
十
日
現
在
、
難
民
の
認
定
を
申
請
し
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
で
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
難
民
認
定
証
明

書
の
作
成
（
以
下
「
認
定
の
判
断
」
と
い
う
。
）
又
は
難
民
の
認
定
を
し
な
い
処
分
（
以
下
「
不
認
定
」
と
い
う
。
）
の
通

知
書
の
作
成
（
以
下
「
不
認
定
の
判
断
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
て
い
な
い
者
（
以
下
「
未
決
の
者
」
と
い
う
。
）
は
五
十

二
人
、
不
認
定
の
通
知
を
受
け
て
異
議
の
申
出
を
行
い
、
こ
れ
に
つ
い
て
裁
決
が
行
わ
れ
て
い
な
い
者
は
二
十
六
人
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
合
計
は
七
十
八
人
で
あ
る
。

な
お
、
お
尋
ね
は
「
二
〇
〇
一
年
十
一
月
一
日
現
在
」
の
人
数
で
あ
る
が
、
統
計
処
理
上
、
毎
月
月
末
時
点
で
の
人
数
を

集
計
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
成
十
三
年
十
一
月
三
十
日
現
在
の
人
数
を
お
示
し
し
て
い
る
。

三
か
ら
七
ま
で
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
難
民
の
認
定
を
申
請
し
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人

は
、
七
十
七
人
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
認
定
の
判
断
又
は
不
認
定
の
判
断
が
行
わ
れ
た
者
は
二
十
七
人
（
認
定
の
判
断
が
行

一



わ
れ
た
者
は
一
人
、
不
認
定
の
判
断
が
行
わ
れ
た
者
は
二
十
六
人
）
、
未
決
の
者
は
四
十
七
人
、
申
請
を
取
り
下
げ
た
者
は

三
人
で
あ
る
。

右
の
不
認
定
の
判
断
が
行
わ
れ
た
者
の
う
ち
、
異
議
の
申
出
を
行
っ
た
者
は
二
十
五
人
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
裁
決
が
行
わ

れ
た
者
は
二
人
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
理
由
が
な
い
と
認
め
る
と
の
裁
決
が
な
さ
れ
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
難
民
の
認
定
を
申
請
し
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
人
は
百
四
十
九
人
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
難
民
認
定
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
六
人
、
不
認
定
の
通
知
を
受
け
た
者

は
七
十
六
人
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
受
け
て
い
な
い
者
は
六
十
人
、
申
請
を
取
り
下
げ
た
者
は
七
人
で
あ
る
。
右
の
不
認
定

の
通
知
を
受
け
た
者
の
う
ち
、
異
議
の
申
出
を
行
い
、
こ
れ
に
つ
い
て
理
由
が
な
い
と
認
め
る
と
の
裁
決
が
行
わ
れ
た
者
は

二
十
五
人
、
異
議
の
申
出
を
行
わ
な
か
っ
た
者
（
行
わ
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
申
請
者
の
内
心
に
係
る
こ
と
で
あ
る
の

で
把
握
し
て
い
な
い
。
）
は
十
七
人
、
異
議
の
申
出
に
つ
き
裁
決
が
行
わ
れ
て
い
な
い
者
は
二
十
八
人
、
異
議
の
申
出
を
取

り
下
げ
た
者
は
六
人
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

二



平
成
十
三
年
十
二
月
七
日
現
在
の
入
国
者
収
容
所
及
び
地
方
入
国
管
理
局
に
お
け
る
収
容
施
設
別
・
難
民
認
定
手
続
状
況

別
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
被
収
容
者
数
は
、
別
表
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

ひ

平
成
二
年
か
ら
平
成
十
三
年
ま
で
の
各
年
の
一
時
庇
護
の
た
め
の
上
陸
の
許
可
の
申
請
者
数
並
び
に
許
可
を
受
け
た
者
及

び
不
許
可
と
さ
れ
た
者
の
各
人
数
は
、
別
表
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

十
一
、
十
三
及
び
十
四
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
（
以
下
「
一
般
上
陸

の
申
請
」
と
い
う
。
）
を
行
い
上
陸
の
許
可
を
さ
れ
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
は
六
十
五
人
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
法
第
十
二
条

に
規
定
す
る
特
別
の
許
可
を
受
け
た
者
は
な
い
。
同
期
間
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
の
入
国
者
の
総
数
及
び
一
般
上
陸
の
申
請

を
行
っ
た
者
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
統
計
が
な
い
た
め
、
答
弁
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ま
た
、
法
は
、
右
に
述
べ
た
許
可
及
び
仮
上
陸
の
許
可
以
外
の
上
陸
の
許
可
と
し
て
、
寄
港
地
上
陸
の
許
可
、
通
過
上
陸

の
許
可
、
乗
員
上
陸
の
許
可
、
緊
急
上
陸
の
許
可
、
遭
難
に
よ
る
上
陸
の
許
可
及
び
一
時
庇
護
の
た
め
の
上
陸
の
許
可
を
規

定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
許
可
を
申
請
し
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
国
籍
別
の
統
計
が
な
い
た

三



め
、
答
弁
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
時
庇
護
の
た
め
の
上
陸
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
年
間
の
申
請
件
数
が
数

件
で
あ
る
こ
と
か
ら
申
請
書
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
平
成
二
年
か
ら
平
成
十
二
年
ま
で
の
間
に
一
時
庇
護
の
た
め
の
上
陸
の

許
可
の
申
請
を
行
っ
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
は
な
く
、
平
成
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
同
申

請
を
行
っ
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
は
二
人
で
、
こ
の
う
ち
、
許
可
さ
れ
た
者
は
一
人
、
不
許
可
と
さ
れ
た
者
は
一
人
で
あ

り
、
そ
の
後
同
年
十
二
月
七
日
ま
で
の
間
に
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
に
よ
っ
て
一
時
庇
護
の
た
め
の
上
陸
の
許
可
の
申
請
は

さ
れ
て
い
な
い
。

十
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
入
国
申
請
が
不
許
可
と
さ
れ
た
者
の
う
ち
退
去
強
制
手
続
に
移
行
し
た
者
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し

も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
一
般
上
陸
の
申
請
を
行

っ
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
の
う
ち
、
法
第
二
十
四
条
第
一
号
に
該
当
す
る
疑
い
が
あ
る
者
と
し
て
入
国
警
備
官
に
通
報
さ
れ

た
者
は
五
人
で
あ
る
。

十
五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
取
扱
基
準
規
程
」
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
は
、
難
民
認
定
事
務
取
扱
要
領
（
平
成
十
一
年
十
二
月
六
日
付

四



法
務
省
管
総
第
千
二
百
三
十
七
号
通
知
）
が
あ
る
。

十
六
に
つ
い
て

法
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
は
、
難
民
の
認
定
の
申
請
に
つ
い
て
、
申
請
者
が
「
本
邦
に
上
陸
し
た
日
（
本
邦
に
あ
る
間

に
難
民
と
な
る
事
由
が
生
じ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
実
を
知
つ
た
日
）
か
ら
六
十
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
陸
し
た
日

か
ら
六
十
日
経
過
後
に
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し
て
は
、
当
該
申
請
者
に
つ
き
、
本
邦
に
あ
る
間
に
難
民
と
な

る
事
由
が
生
じ
た
場
合
又
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
が
あ
り
得
る
。

難
民
認
定
申
請
は
、
通
常
、
迫
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
十
分
に
理
由
の
あ
る
恐
怖
を
有
し
て
い
る
と
し
て
行

わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
申
請
者
、
そ
の
家
族
及
び
関
係
者
の
生
命
、
身
体
等
の
安
全
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
お
り
、
ま

た
、
申
請
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
も
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
個
々
の
難
民
認
定
申
請
事
案
に
つ
い
て
、
そ
の
内

容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

五



六



七


